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公認審判員ランキング制度に関して 

 

 平成２９年度より、ＪＰＡ主催全国競技会における「公認審判員ランキング制度」を導入致します。

年度間（４月１日～翌年３月３１日間）の実務状況に対する評価を数値化し、ホームページ上に公表致

します。 

 

【目的】 

 資格取得後の各階級公認審判員に対し、①モチベーション向上 ②技量水準向上 を目的とします。 

 

【対象者および対象競技会】 

 当該年度登録済みの全公認審判員で、かつＪＰＡ主催の各種全国競技会に実務参加された者 

 

【評価方法】 

 実務内容、ルールに対する見識、審判員としての立ち居振る舞い等を、客観的に数値化し評価される。

採点の結果、上位の者は後日ホームページ上にて発表される。 

審査員は、技術委員長、大会審判長または技術委員長が指名する者を含め、３名程度で構成される。 

採点は、審査員３名の多数決（中央値）で行われる。 

評価は、以下の基準で行う。 

 

①実務内容（３段階評価）に対する得点 

 優（１）、可（０）、今後に期待（－１） 

 同日複数回実務をされた際は、日毎一括の評価とする。 

 複数日実務をされた際は、各日の得点の平均値とする。（小数点以下切り捨て） 

 各評価に対しての得点は、以下のとおりとする。 

 （１）：70 、（０）：50 、（－１）：30 

 

②実務日数（１競技会当たり） 

 上記評価に対する点数を、次の実務日数に対する係数で掛け合わせる。 

 １日：1.0 、２日：1.2 、３日：1.5 、４日：1.8 、５日以上：2.0 

 

③特別評価 

 当該大会ごとに最優秀審判員を選出する。 

 各審査員ごとに３名ずつ候補者を絞り、最終的には審査員３名による審議により３名を選出する。 

 選出された審判員に対しては、実務日数に２日を加算した係数での点数を付与する。 



 

④年間表彰 

 各競技会毎で採点された点数を集計し、年間ランキングを作成発表する。 

 上位者に対しては、全日本選手権等において表彰の対象とする。 

 なお、表彰対象には規定参加競技会数を設けるものとする。 

 

⑤記録 

 審判員評価として記録されるものは、各審判員ごとに以下のものとする。 

 総得点、平均得点、参加競技会数、得点率（総得点／参加競技会数） 

 

【今後の見通し】 

 通年での総得点、得点率が優秀な審判員に対しては、全日本選手権での重要ポジションへの着任、 

 昇級試験に対する優遇措置、各種審判員試験の試験官への登用、国際審判員試験受験に向けてのバッ 

 クアップ、等を検討する。なお、近年中に昇級試験受験基準として採用する見込みである。 

 また、国際審判員に対しては、派遣国際選手権への優先順位等にも反映させることも検討する。 

 

 

（例）公認審判員実務評価シートのサンプル 

 

 

 

以上 

 


